
毎
週
火
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金
曜
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発
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（
当
日
が
休
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当
た
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と
き
は
繰
下
発
行
）
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目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 101 号

平成 15 年

12月24日（水曜日）

一

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
整
備
課
）

五

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

六

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

七

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
所
の
名
称
又
は
所
在
地
の
変
更
の
届
出

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

八

○
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

九

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

一
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
都
市
計
画
課
）

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

１
　
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

徳
島
県
徳
島
市
寺
島
本
町
東
１
丁
目
８
番
地

学
校
法
人
　
村
崎
学
園

理
事
長
　
村
崎
　
正
人

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

さ
ぬ
き
市
志
度
字
堂
林
1314－

１

徳
島
文
理
大
学
香
川
校

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

実
験
薬
品
洗
浄
排
水
系
　
流
し
274基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
を

行
う
事
業
場
に
設
置
さ
れ
る
洗
浄
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日

９
時
か
ら
17時
、
８
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

3～
11

3～
11

10
15

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大
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平
成
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五
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十
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二
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四
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（
第
九
〇
九
三
号
）

二

浮
遊
物
質
量

60
100

窒
素
含
有
量

10
20

り
ん
含
有
量

3
4

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

30
50

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

27.1
30

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

4.25
5

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

動
物
実
験
排
水
系
　
流
し
13基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
を

行
う
事
業
場
に
設
置
さ
れ
る
洗
浄
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

連
続
24時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

浮
遊
物
質
量

50
100

窒
素
含
有
量

500
750

り
ん
含
有
量

20
30

1,000
1,500

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

1,000
1,500

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

実
験
薬
品
洗
浄
排
水
系
　
流
し
13基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
を

行
う
事
業
場
に
設
置
さ
れ
る
洗
浄
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日

９
時
か
ら
17時
、
８
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

3～
11

3～
11

浮
遊
物
質
量

60
100

窒
素
含
有
量

10
20

り
ん
含
有
量

3
4

10
15

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

30
50

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

2.15
5

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

Ｒ
Ｉ
実
験
排
水
系
　
流
し
10基

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
、
試
験
、
検
査
又
は
専
門
教
育
を

行
う
事
業
場
に
設
置
さ
れ
る
洗
浄
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日
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三

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

1
10

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

９
時
か
ら
17時
、
８
時
間
使
用

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

3～
11

3～
11

浮
遊
物
質
量

60
100

窒
素
含
有
量

10
20

り
ん
含
有
量

3
4

10
15

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

30
50

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

280
／
日
　
1,400人

槽
（
変
更
前
300

／
日
　
1,491人

槽
）

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

し
尿
処
理
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

既
設

既
設

許
可
後

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

24時
間
連
続

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

10
15

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

（
変
更
前
261.4）

229.5
（
変
更
前
300）

280

浮
遊
物
質
量

30
40

窒
素
含
有
量

10
20

り
ん
含
有
量

3
4

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

15
20

大
腸
菌
郡
数

2,000
3,000

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

５
　
／
日

汚
水
等
の
処
理
方
式

生
物
処
理
＋
膜
分
離
処
理

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

動
物
実
験
施
設
排
水
処
理
設
備

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

連
続
24時
間
使
用

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

1,000
1,500

10
15

1,000
1,500

15
20

50
100

30
40

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

項
　
　
　
　
目

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項
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四

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

500
750

10
20

20
30

3
4

4.25
5

4.25
5

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

１
　
／
日

汚
水
等
の
処
理
方
式

貯
留
に
よ
る
減
衰
処
理

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

Ｒ
Ｉ
実
験
排
水
処
理
水
処
理
設
備

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

９
時
か
ら
17時
、
８
時
間
使
用

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

処
理
水
を
、
実
験
薬
品
洗
浄
排
水
処
理
設
備
に
て
さ
ら
に
処

理
す
る
。

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

3～
11

3～
11

3～
11

3～
11

10
15

10
15

30
50

30
50

60
100

60
100

10
20

10
20

3
4

3
4

0.9
1

1
10

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

項
　
　
　
　
目

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

50
／
日

汚
水
等
の
処
理
方
式

中
和
＋
凝
集
沈
殿
＋
光
触
媒
流
動
床
＋
キ
レ
ー
ト
吸
着
処
理

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

実
験
薬
品
洗
浄
排
水
処
理
装
置

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

許
可
日

着
手
後
６
月

完
成
日
の
翌
日

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

９
時
か
ら
17時
、
８
時
間
使
用

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

処
理
水
最
大
35
／
日
を
、
常
時
中
水
と
し
て
再
利
用
す
る
。

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

3～
11

3～
11

5.8～
8.6

5.8～
8.6

10
15

5
10

30
50

10
15

60
100

15
30

10
20

10
20

3
4

3
4

34.8
50

0
15

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

項
　
　
　
　
目

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

280
／
日
（
変
更
前
300

／
日
）

汚
水
等
の
処
理
方
式

活
性
汚
泥
＋
接
触
ば
っ
き
＋
凝
集
沈
殿
処
理

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

し
尿
処
理
施
設



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
九
三
号
）

五

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
１
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

香
川
郡
直
島
町
字
横
防
三
七
六
五
の
二
か
ら
三
七
六
五
の
四
ま
で
、
三
七
六
五
の
六

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
飛
砂
の
防
備

３
　
解
除
の
理
由
　
指
定
理
由
の
消
滅

第
２
排
水
口
及
び
第
３
排
水
口
は
、
雨
水
専
用
。

（
備
考
）
今
回
の
申
請
は
、
薬
学
部
新
設
に
伴
う
洗
浄
施
設
の
設
置
及
び
汚
水
等
処
理
施
設
の

設
置
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
学
部
再
編
と
洗
浄
施
設
排
水
の
別
途
処
理
に
よ
り
、
既

設
し
尿
処
理
施
設
か
ら
の
排
水
が
減
少
す
る
た
め
、
本
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出

水
の
汚
濁
負
荷
量
に
増
減
は
な
い
。

２
　
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
15年
12月
24日
か
ら

平
成
16年
１
月
14日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

さ
ぬ
き
市
市
民
部
環
境
衛
生
課

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の

量区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
１
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日

使
用
開
始
予
定
年
月
日

既
設

既
設

許
可
後

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

連
続
24時
間

処
理
前
及

び
処
理
後

の
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

190
250

10
15

190
250

15
20

200
250

30
40

20
40

10
20

5
5.5

3
4

261.4
300

261.4
300

229.5

変
更
前

変
更
後

280
229.5

280

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

項
　
　
　
　
目

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

排
出
水
の

汚
染
状
態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

10
15

10
15

10
20

15
20

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量

30
40

30
40

10
20

10
20

3
4

3
4

浮
遊
物
質
量

窒
素
含
有
量

り
ん
含
有
量

2,000
3,000

2,000
3,000

大
腸
菌
群
数

排
　
出
　
水
　
の
　
量

261.4
300

233.75
300



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
九
三
号
）

六

二
１
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
松
原
字
松
西
一
七
四
、
一
八
一
、
字
松
東
四
〇
一
の
一
、
四
〇
一
の
二
、
四
〇
二

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
風
害
の
防
備

３
　
解
除
の
理
由
　
指
定
理
由
の
消
滅

三
１
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
か
が
わ
市
松
原
字
松
東
四
〇
一
の
一
、
四
〇
一
の
二
、
四
〇
二
、
四
三
〇
の
一
、
四
三
〇
の
二
、

四
三
一
の
一
、
四
三
一
の
二
、
四
三
四
、
四
三
五
、
四
三
九
、
四
四
三
、
四
四
四
、
字
新
川
一
一
四

七
、
一
一
四
八
の
一
か
ら
一
一
四
八
の
四
ま
で
、
一
一
五
二
の
一
か
ら
一
一
五
二
の
九
ま
で
、
字
川

東
一
二
三
四
の
五
四
、
一
二
四
〇
の
一
、
一
二
四
〇
の
六

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
潮
害
の
防
備

３
　
解
除
の
理
由
　
指
定
理
由
の
消
滅

四
１
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

さ
ぬ
き
市
津
田
町
津
田
字
江
泊
三
四
七
五
の
二
、
三
四
七
六
の
三
、
三
五
三
六
の
一
、
三
五
三
九
、

字
猪
塚
三
九
六
三
の
二
、
字
萱
落
三
九
七
九
の
四
、
字
北
原
二
八
九
三
の
三
二
八
、
二
八
九
三
の
三

三
〇
、
二
八
九
三
の
三
三
一
、
津
田
町
鶴
羽
字
薬
師
堂
三
〇
の
一
、
三
〇
の
四
、
三
〇
の
六
、
三
二

の
一
、
三
二
の
二
、
三
二
の
五
、
字
鳶
谷
一
五
三
三
の
三
、
一
五
四
七
の
三
、
小
田
字
釜
居
谷
一
の

二
、
字
中
西
二
〇
七
八
の
六
か
ら
二
〇
七
八
の
九
ま
で
、
鴨
庄
字
大
串
四
三
九
〇
の
四
五
、
四
三
九

〇
の
四
七
、
小
豆
郡
内
海
町
吉
田
字
ナ
グ
ラ
乙
二
九
〇
の
四
、
乙
二
九
一
の
五
、
乙
二
九
三
の
四
、

乙
二
九
四
の
五
、
土
庄
町
小
江
字
深
山
尻
六
二
五
の
四
、
六
二
五
の
三
九
、
六
二
五
の
四
四
、
六
二

五
の
四
八
、
六
二
五
の
五
三
、
六
二
五
の
六
一
、
大
部
字
東
黒
山
甲
七
四
九
の
四
、
甲
七
四
九
の
五
、

豊
島
唐
櫃
字
明
神
七
六
四
の
一
五
、
池
田
町
大
字
池
田
字
前
山
一
四
九
一
の
五
、
高
松
市
亀
水
町
一

四
一
四
の
三
五
、
一
四
一
四
の
三
六
、
一
四
一
四
の
三
八
か
ら
一
四
一
四
の
四
〇
ま
で
、
一
四
一
四

の
五
九
、
一
四
一
四
の
七
〇
か
ら
一
四
一
四
の
七
七
ま
で
、
香
川
郡
直
島
町
字
能
見
二
三
九
六
の
三

二
、
二
三
九
六
の
三
四
、
字
宮
ノ
浦
三
七
七
二
の
二
三
、
三
七
七
二
の
二
四
、
字
立
石
三
四
五
八
の

二
、
字
京
ノ
山
三
二
九
九
の
五
四
、
三
二
九
九
の
五
六
、
三
二
九
九
の
六
三
、
三
二
九
九
の
六
七
、

三
二
九
九
の
六
九
、
坂
出
市
坂
出
町
字
北
谷
乙
三
一
四
の
八
、
乙
三
一
四
の
九
、
王
越
町
乃
生
字
西

鼻
二
二
四
四
、
二
二
四
九
、
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
灘
乙
四
三
九
の
一
八
、
乙
四
三
九
の
一
九
、

大
字
粟
島
字
不
天
二
四
五
八
の
二
、
二
四
六
一
の
三
、
二
四
六
二
の
三
、
仁
尾
町
大
字
仁
尾
字
古
江

庚
一
四
一
の
二
、
庚
一
四
一
の
五
、
字
曽
保
甲
一
八
一
の
四
か
ら
甲
一
八
一
の
六
ま
で
、
甲
一
六
六

一
の
一
八
、
字
南
草
木
庚
九
八
九
の
三
二
か
ら
庚
九
八
九
の
三
四
ま
で

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
魚
つ
き

３
　
解
除
の
理
由
　
指
定
理
由
の
消
滅

五
１
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

仲
多
度
郡
満
濃
町
大
字
神
野
字
神
野
山
四
五
の
三
八

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
公
衆
の
保
健

３
　
解
除
の
理
由
　
指
定
理
由
の
消
滅

六
１
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
土
庄
町
肥
土
山
字
大
野
手
乙
二
六
五
の
三
、
乙
二
六
五
の
五
か
ら
乙
二
六
五
の
七
ま
で
、

乙
二
六
六
の
二
、
乙
二
六
六
の
三
、
乙
二
六
六
の
五
か
ら
乙
二
六
六
の
七
ま
で
、
乙
二
六
七
の
三
、

乙
二
六
七
の
四
、
乙
二
六
九
の
二
、
乙
二
七
三
の
二
、
乙
二
七
三
の
三
、
乙
二
七
五
の
三
、
乙
二
七

六
の
二
、
乙
二
七
九
の
三
、
乙
二
七
九
の
四
、
高
松
市
屋
島
東
町
字
冷
岸
一
七
八
四
の
二
二
、
一
七

八
四
の
二
三
、
木
田
郡
三
木
町
大
字
小
蓑
字
虹
ノ
滝
一
八
七
九
の
四
、
一
八
八
〇
の
七
、
仲
多
度
郡

琴
平
町
字
川
西
一
二
六
二
の
七
二

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

３
　
解
除
の
理
由
　
指
定
理
由
の
消
滅

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
名
　
　
称
　

開
　
設
　
者
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
五
、
一
二
、
一
　
　
ひ
か
み
調
剤
薬
　
有
限
会
社
マ
イ
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
氷
上
字
境
渕

局
　
　
　
　
　
　
ネ
ス
ト
　
　
　
　
一
二
三
二
番
六

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
九
三
号
）

七

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

休
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
名
　
　
称
　

開
　
設
　
者
　

所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
五
、
九
、
三
〇
　
　
三
井
外
科
医
院
　
三
井
　
正
雄
　
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
京
町
一
番
二

二
号

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
介
護
老
人
保
健
施
設
　
医
療
法
人
社
団
春
熙
　
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

悠
々
荘
　
　
　
　
　
　
堂
　
　
　
　
　
　
　
　
ョ
ン

さ
ぬ
き
市
昭
和
一
〇
　
さ
ぬ
き
市
長
尾
東
一
　
短
期
入
所
療
養
介
護

〇
五
―
五
　
　
　
　
　
一
一
一
―
二

平
成
一
五
、
一
〇
、
一
　
　
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
風
生
　
有
限
会
社
ケ
ア
セ
ン
　
訪
問
介
護

観
音
寺
　
　
　
　
　
　
タ
ー
風
生

観
音
寺
市
瀬
戸
町
三
　
高
松
市
御
厩
町
六
四

丁
目
二
―
一
四
　
　
　
九
番
地

平
成
一
五
、
一
二
、
一
　
　
永
井
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
　
医
療
法
人
社
団
永
井
　
居
宅
介
護
支
援

ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
整
形
外
科
医
院

坂
出
市
川
津
町
二
八
　
坂
出
市
川
津
町
二
八

〇
〇
番
地
一
　
　
　
　
〇
〇
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
名
称
又
は

所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
七
一
五
　
（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
綾
歌
町
社
　
平
成
十
五
年
　
居
宅
介
護

〇
〇
〇
六
七
　
綾
歌
町
指
定
居
宅
介
護
支
　
会
福
祉
協
議
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日
　
　
支
援

援
事
業
所
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
逢
坂
勝
美

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
一
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
七

六
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
八
二
番
地

（
変
更
後
）

綾
歌
町
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
所

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
七

八
二
番
地

三
七
七
一
五
　
（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
綾
歌
町
社
　
平
成
十
五
年
　
訪
問
介
護

〇
〇
二
〇
八
　
綾
歌
町
指
定
訪
問
介
護
事
　
会
福
祉
協
議
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日

業
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
逢
坂
勝
美

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
一
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
七

六
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
八
二
番
地

（
変
更
後
）

綾
歌
町
指
定
訪
問
介
護
事

業
所

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
七

八
二
番
地

三
七
七
一
五
　
（
変
更
前
）

社
会
福
祉
法
人
綾
歌
町
社
　
平
成
十
五
年
　
訪
問
入
浴

〇
〇
二
二
四
　
綾
歌
町
指
定
訪
問
入
浴
介
　
会
福
祉
協
議
会
　
　
　
　
　
四
月
一
日
　
　
介
護

護
事
業
所
　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
逢
坂
勝
美

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
一
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
七

六
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
八
二
番
地

（
変
更
後
）

綾
歌
町
指
定
訪
問
入
浴
介

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

変
更
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
九
三
号
）

八

護
事
業
所

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
七

八
二
番
地

三
七
七
〇
一
　
（
変
更
前
）

有
限
会
社
ア
ク
セ
ス
モ
リ
　
平
成
十
五
年
　
福
祉
用
具

〇
一
五
九
四
　
有
限
会
社
ア
ク
セ
ス
モ
リ
　
タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
月
一
日
　
　
貸
与

タ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
森
田
康
之

高
松
市
林
町
一
九
五
五
番
　
高
松
市
前
田
西
町
一
〇
三

地
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
番
地
一
一

（
変
更
後
）

有
限
会
社
ア
ク
セ
ス
モ
リ

タ高
松
市
前
田
西
町
一
〇
三

八
番
地
一
一

三
七
七
〇
一
　
（
変
更
前
）

有
限
会
社
イ
キ
イ
キ
ラ
イ
　
平
成
十
五
年
　
訪
問
介
護

〇
一
八
三
四
　
有
限
会
社
イ
キ
イ
キ
ラ
イ
　
フ
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
八
月
一
日
　
　
居
宅
介
護

フ
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
谷
本
美
恵
　
　
　
　
　
　
　
支
援

高
松
市
松
並
町
六
四
九
番
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
甲

地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
三
―
七

（
変
更
後
）

有
限
会
社
イ
キ
イ
キ
ラ
イ

フ
セ
ン
タ
ー

綾
歌
郡
国
分
寺
町
福
家
甲

六
七
三
―
七

三
七
七
一
四
　
（
変
更
前
）

有
限
会
社
ア
イ
ウ
ェ
ー
ブ
　
平
成
十
五
年
　
福
祉
用
具

〇
〇
二
九
二
　
た
ん
ぽ
ぽ
ハ
ウ
ス
　
　
　
　
取
締
役
　
青
野
啓
子
　
　
　
十
月
十
日
　
　
貸
与

香
川
郡
香
川
町
川
東
下
三
　
香
川
郡
香
川
町
浅
野
六
五

一
三
番
地
一
和
幸
ビ
ル
五
　
六
番
地
三

階（
変
更
後
）

有
限
会
社
ア
イ
ウ
ェ
ー
ブ

香
川
郡
香
川
町
浅
野
六
五

六
番
地
三

三
七
七
〇
一
　
（
変
更
前
）

有
限
会
社
か
に
調
剤
薬
局
　
平
成
十
五
年
　
〃

〇
一
八
五
九
　
有
限
会
社
か
に
調
剤
薬
局
　
代
表
取
締
役
　
古
川
謙
二
　
十
一
月
一
日

福
祉
事
業
部
　
　
　
　
　
　
高
松
市
香
西
本
町
二
五
六

高
松
市
檀
紙
町
二
〇
九
八
　
番
地
五

―
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
変
更
後
）

有
限
会
社
か
に
調
剤
薬
局

福
祉
事
業
部

高
松
市
檀
紙
町
八
五
一
―

六

●
香
川
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
七
〇
一
　
福
祉
用
具
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
　
医
療
法
人
和
光
会
　
　
　
　
平
成
十
五
年
　
福
祉
用
具

〇
〇
七
一
一
　
タ
ー
・
コ
ス
モ
ス
　
　
　
　
理
事
長
　
前
田
雅
彦
　
　
　
十
一
月
三
十
　
貸
与

高
松
市
東
ハ
ゼ
町
八
三
〇
　
高
松
市
東
ハ
ゼ
町
八
二
四
　
日

番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
番
地

三
七
七
〇
一
　
セ
ン
ト
ラ
ル
介
護
サ
ー
ビ
　
有
限
会
社
オ
カ
ダ
エ
ン
タ
　
平
成
十
五
年
　
訪
問
介
護

〇
二
二
三
八
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
プ
ラ
イ
ズ
　
　
　
　
　
　
十
二
月
一
日

高
松
市
亀
井
町
四
番
地
一
　
代
表
取
締
役
　
岡
田
義
弘

二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
屋
島
西
町
二
三
〇

二
番
地
九

三
七
七
〇
三
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
　
医
療
法
人
社
団
お
り
ゅ
う
　
〃
　
　
　
　
　
居
宅
介
護

〇
〇
一
一
三
　
所
小
山
荘
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
援

坂
出
市
小
山
町
一
番
六
二
　
理
事
長
　
尾
立
竹
次
郎

号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
出
市
小
山
町
一
番
六
〇

号

三
七
七
一
六
　
医
療
法
人
圭
良
会
通
所
リ
　
医
療
法
人
圭
良
会
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
通
所
リ
ハ

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
九
三
号
）

九

〇
〇
一
六
四
　
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
い
こ
　
理
事
長
　
森
伊
津
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
リ
テ
ー

い
の
家
　
　
　
　
　
　
　
　
仲
多
度
郡
琴
平
町
一
六
七
　
　
　
　
　
　
　
シ
ョ
ン

仲
多
度
郡
仲
南
町
十
郷
二
　
森
内
科

二
一
―
三

三
七
七
一
七
　
う
ら
し
ま
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
四
国
損
害
保
険
株
式
会
社
　
〃
　
　
　
　
　
訪
問
入
浴

〇
〇
二
八
七
　
四
国
損
害
保
険
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
谷
口
勝
久
　
　
　
　
　
　
　
介
護

三
豊
郡
詫
間
町
松
崎
二
七
　
三
豊
郡
詫
間
町
松
崎
二
七

八
〇
―
一
三
〇
　
　
　
　
　
八
〇
―
一
三
〇

●
香
川
県
告
示
第
七
百
五
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

三
七
七
〇
一
　
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
　
株
式
会
社
ア
イ
・
デ
ィ
ー
　
平
成
十
五
年
　
居
宅
介
護

〇
二
七
二
五
　
所
あ
す
か
高
松
　
　
　
　
　
・
エ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月
十
五
　
支
援

高
松
市
伏
石
町
一
二
三
〇
　
代
表
取
締
役
　
阪
本
謙
一
　
日

番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
高
松
市
桜
町
一
丁
目
三
六

一
番
地
四

三
七
七
〇
四
　
介
護
シ
ョ
ッ
プ
ほ
ほ
え
み
　
株
式
会
社
小
片
建
設
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
福
祉
用
具

〇
〇
三
八
四
　
善
通
寺
市
中
村
町
二
〇
八
　
代
表
取
締
役
　
小
片
康
行
　
　
　
　
　
　
　
貸
与

二
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
善
通
寺
市
中
村
町
一
九
三

七
番
地
二

三
七
七
一
四
　
介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
　
株
式
会
社
ひ
ま
わ
り
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
特
定
施
設

〇
〇
四
一
七
　
メ
イ
プ
ル
の
杜
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
谷
本
文
子
　
　
　
　
　
　
　
入
所
者
生

香
川
郡
香
川
町
大
野
九
九
　
香
川
郡
香
川
町
大
野
九
九
　
　
　
　
　
　
　
活
介
護

八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
七
番
地
三

三
七
七
一
七
　
居
宅
介
護
支
援
介
護
く
ん
　
本
山
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社
　
〃
　
　
　
　
　
居
宅
介
護

〇
〇
八
八
一
　
三
豊
郡
豊
中
町
本
山
甲
一
　
代
表
取
締
役
　
田
井
和
　
　
　
　
　
　
　
　
支
援

三
四
四
番
地
　
　
　
　
　
　
三
豊
郡
豊
中
町
本
山
甲
一

三
四
四
番
地

●
香
川
県
公
告
第
七
百
二
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
六
年
二
月
十
五
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
国
際
知
的
所
有
権
監
理
保
護
機
構
香
川

長
瀬
　
宏
志

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
七
四
〇
五
番
地
一
二

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
生
産
活
動
を
構
築
す
る
「
人
」
「
文
化
」
そ
し
て
「
そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

に
対
し
て
、
知
的
生
産
活
力
の
向
上
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
豊
か
な
知
的
財
産
権
利
化
社
会
の
創
成
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
豆
郡
内
海
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
灘
上
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
一
日
適
当
と

決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
内
海
町
建
設
農
林
水
産
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
一
月
六
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称

及
び
所
在
地

申
請
者
の
名
称
、
代
表

者
の
氏
名
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

公

告



平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

（
第
九
〇
九
三
号
）

一
〇

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
二
月
十
一
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

三
豊
郡
財
田
町
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
整
備
事
業
）
荒
戸
地
区

土
地
改
良
区

〃
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
八
重
池
地
区

●
香
川
県
公
告
第
七
百
三
十
二
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
青
海
町
字
南
代
一
三
九
八
―
四

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
幸
町
二
丁
目
一
〇
番
一
四
号

（
聖
北
ハ
イ
ツ
Ｂ
棟
一
〇
一
号
）

正
木
　
良
治

正
木
　
笑
子


